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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第36期
第３四半期
累計期間

第37期
第３四半期
累計期間

第36期

会計期間

自 平成22年
４月１日

至 平成22年
12月31日

自 平成23年
４月１日

至 平成23年
12月31日

自 平成22年
４月１日

至 平成23年
３月31日

売上高（千円） 3,344,3713,520,9904,642,272

経常利益(千円) 169,594 149,916 218,342

四半期（当期）純利益（千円） 60,589 78,427 75,275

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 831,413 831,413 831,413

発行済株式総数（株） 4,558,8604,558,8604,558,860

純資産額（千円） 2,684,3672,740,3372,696,684

総資産額（千円） 5,724,0065,877,0975,788,669

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
13.61 17.61 16.90

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 7.50

自己資本比率（％） 46.9 46.6 46.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
209,617 103,744 384,497

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△42,792 △67,978 △88,803

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△37,646 52,730△190,912

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
792,911 857,006 768,515

　

回次
第36期
第３四半期
会計期間

第37期
第３四半期
会計期間

会計期間

自 平成22年
10月１日

至 平成22年
12月31日

自 平成23年
10月１日

至 平成23年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
7.62 9.56

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1)業績の状況

       当第３四半期累計期間における我が国経済は、欧州財政問題の混迷及び米国景気の先行き不透明感等による世

界的な景気後退懸念から通貨や株式市場は円高や上値の重い状況で推移しております。また、東日本大震災や原

発事故被害による影響等も重なって企業業績や個人消費及び雇用情勢は低迷した状態が続いており、その先行き

が懸念される状況にあります。

       このような状況の下、当第３四半期累計期間の売上高は、３５億２千万円（前年同期比５．３％増）となりま

した。検査分野別で見ると、生化学分野におきましては、前事業年度に引き続き好調な推移を示したことにより１

１億４千８百万円(前年同期比８．４％増）となりました。免疫分野におきましても、アレルギー診断薬が引き続

き好調な伸びを示したことにより２２億１千万円（前年同期比４．７％増）という結果になりました。また、そ

の他の分野におきましては、機器関連等の売上減少により１億６千２百万円（前年同期比６．７％減）となりま

した。

　　　　営業利益及び経常利益につきましては、輸血事業の立ち上げに伴う販売促進費等の増加により、販売費及び一般管

理費が２千１百万円（前年同期比２．1％増）増加したことにより、それぞれ１億５千３百万円（前年同期比１

２．３％減）、１億４千９百万円（前年同期比１１．６％減）となりました。四半期純利益につきましては、７千

８百万円（前年同期比２９．４％増）となりました。

　

　(2)資産、負債及び純資産の状況

       当第３四半期会計期間末の総資産の額は、５８億７千７百万円となり、前事業年度末と比べ８千８百万円の増

加となりました。その主な内容は、以下のとおりです。

       流動資産は、２４億４千２百万円となり、前事業年度末と比べ６千７百万円減少いたしました。その主な要因

は、売上増加及び輸血事業の開始並びに製品構成の変化等により商品及び製品が７千８百万円増加したものの、

受取手形及び売掛金の回収が進んだことにより１億円減少した他、その他２千３百万円の減少によるものです。

   　　

　　　 固定資産は、３４億３千４百万円となり、前事業年度末と比べ１億５千５百万円の増加となりました。有形固定資

産は、２８億７千万円となり、前事業年度末と比べ８千７百万円の増加となりました。その主な要因は、減価償却

の進捗による一方、笠間事業所の建物改修工事４千８百万円及び製造設備の増改築工事３千２百万円並びに製

造用機械装置６千３百万円の投資等を行ったことによるものです。無形固定資産は、５千３百万円となり、前事

業年度末と比べ２千４百万円の減少となりました。その主な要因は、基幹業務に係るソフトウエアの償却が進ん

だためです。投資その他の資産は５億１千万円となり、前事業年度末と比べ９千２百万円の増加となりました。

その主な要因は、長期預金の預け入れによるものです。

 　　  当第３四半期会計期間末の負債の額は、３１億３千６百万円となり、前事業年度末と比べ４千４百万円の増加と

なりました。その主な内容は、以下のとおりです。
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       流動負債は２６億８千８百万円となり、前事業年度末と比べ２億２千６百万円の増加となりました。その主な

要因は、支払手形及び買掛金が２千３百万円及び賞与引当金が４千３百万円減少した一方で、短期運転資金の調

達及び長期借入金からの振り替えにより短期借入金が２億７千９百万円増加したことによるものです。

       固定負債は、４億４千８百万円となり、前事業年度末と比べ１億８千１百万円の減少となりました。その主な

要因は、返済及び短期借入金への振り替え等により長期借入金が１億７千９百万円減少したことによるもので

す。

　     当第３四半期会計期間末の純資産の額は、２７億４千万円となり、前事業年度末と比べ４千３百万円の増加と

なりました。その主な要因は、配当金３千３百万円の支払いを行った一方で、四半期純利益７千８百万円を計上

したことによるものです。　

　

　(3)キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は８億５千７百万円とな

り、前事業年度末と比べ８千８百万円の増加となりました。

 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により増加した資金は１億３百万円（前年同四半期は２億９百万円の増加）となりました。その主

な要因は、法人税等の支払い８千万円、たな卸資産の増加６千７百万円、仕入債務の減少３千１百万円及び賞

与引当金の減少４千３百万円等により資金が減少したものの、その一方で、税引前四半期純利益１億４千９百

万円、減価償却費１億１千５百万円及び売上債権の減少１億円等により資金が増加したことによるものです。

　　　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は６千７百万円（前年同四半期は４千２百万円の支出）となりました。その主

な要因は、製造機器及び設備の増改築等６千８百万円を実施したことによるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

    財務活動により増加した資金は５千２百万円（前年同四半期は３千７百万円の支出）となりました。その

主な要因は、配当金の支払い３千３百万円及び長期借入金の返済３億３千９百万円等により減少したものの、

その一方で、短期運転資金の調達により２億４千万円及び長期借入れによる調達２億円等により資金が増加

したことによるものです。　

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5)研究開発活動

  当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は１億６千３百万円であります。

  なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社の経営成績に重要な影響を与える要因といたしましては、国の医療費政策や医療機関の経営合理化による

影響及び今後における税制改正、或いは、競合他社との価格競争による影響等が挙げられます。

　また、当社においては、輸入原料等の仕入に伴う為替相場の変動影響等が挙げられ、これらの影響によっては、

各年度の収益予想が大きく変動する可能性があります。

　今後につきましては、当社は輸血事業へ参入し、当第３四半期以降、全自動輸血検査装置及び専用試薬等による

積極的な営業展開を通して輸血検査領域へのさらなる貢献を行ってまいる所存です。また、これまでに引き続

き、生化学分野と免疫分野のＨＩＳＣＬ関連試薬の売上拡大及び試薬と測定機器を組み合わせたシステム販売

等の積極的な営業展開を行ってまいります。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成23年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成24年２月７日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,558,860 4,558,860

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であり、

単元株式数は

1,000株でありま

す。

計 4,558,860 4,558,860 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

 

平成23年10月１日～

平成23年12月31日

 

－ 4,558,860 － 831,413 － 928,733

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式)

普通株式　  107,000
－ 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式  4,448,000 4,448 同上

単元未満株式 普通株式      3,860 － －

発行済株式総数 4,558,860 － －

総株主の議決権 － 4,448 －

　（注）１.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株（議決権の数1個）が含まれて

おります。

２.「単元未満株式」の欄には、自己株式の株式237株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成23年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社カイノス

東京都文京区本郷二丁目

38番18号
107,000－ 107,000 2.35

計 － 107,000－ 107,000 2.35

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

  当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。　

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成23年10月１日から平成23

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

  当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,008,515 997,006

受取手形及び売掛金 1,129,684 ※2
 1,029,633

商品及び製品 122,481 200,742

仕掛品 54,142 44,693

原材料及び貯蔵品 117,798 116,670

その他 80,462 56,914

貸倒引当金 △2,900 △2,900

流動資産合計 2,510,185 2,442,760

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 781,865 823,789

土地 1,851,453 1,851,453

その他（純額） 148,893 194,798

有形固定資産合計 2,782,211 2,870,041

無形固定資産 78,441 53,858

投資その他の資産 417,831 510,437

固定資産合計 3,278,484 3,434,337

資産合計 5,788,669 5,877,097

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 903,886 880,008

短期借入金 1,141,030 1,420,560

未払法人税等 46,000 4,543

賞与引当金 94,668 51,500

その他 276,494 332,000

流動負債合計 2,462,079 2,688,612

固定負債

長期借入金 507,630 328,550

その他 122,276 119,598

固定負債合計 629,906 448,148

負債合計 3,091,985 3,136,760

純資産の部

株主資本

資本金 831,413 831,413

資本剰余金 928,733 928,733

利益剰余金 1,021,339 1,066,368

自己株式 △89,910 △90,278

株主資本合計 2,691,575 2,736,236

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,108 4,101

評価・換算差額等合計 5,108 4,101

純資産合計 2,696,684 2,740,337

負債純資産合計 5,788,669 5,877,097
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 3,344,371 3,520,990

売上原価 2,161,150 2,337,877

売上総利益 1,183,221 1,183,112

販売費及び一般管理費 1,008,508 1,029,831

営業利益 174,713 153,281

営業外収益

受取利息及び配当金 6,481 7,092

為替差益 4,064 905

受取賃貸料 6,687 6,592

その他 5,429 5,177

営業外収益合計 22,663 19,768

営業外費用

支払利息 21,114 17,510

手形売却損 478 673

賃貸費用 3,811 2,424

その他 2,378 2,525

営業外費用合計 27,782 23,133

経常利益 169,594 149,916

特別利益

固定資産売却益 146 －

投資有価証券売却益 4,357 －

特別利益合計 4,504 －

特別損失

固定資産売却損 － 54

固定資産除却損 9,693 324

投資有価証券評価損 51,565 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,600 －

特別損失合計 64,858 378

税引前四半期純利益 109,239 149,537

法人税、住民税及び事業税 47,150 42,310

法人税等調整額 1,500 28,800

法人税等合計 48,650 71,110

四半期純利益 60,589 78,427
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 109,239 149,537

減価償却費 106,988 115,438

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,600 －

売上債権の増減額（△は増加） 28,077 100,051

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,165 △67,685

仕入債務の増減額（△は減少） 4,663 △31,678

投資有価証券評価損益（△は益） 51,565 －

その他 12,286 △71,952

小計 304,254 193,711

利息の支払額 △20,373 △16,181

法人税等の支払額 △80,709 △80,862

その他の収入 6,445 7,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,617 103,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △52,625 △68,371

有形固定資産の売却による収入 － 274

定期預金の預入による支出 △100,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000 100,000

投資有価証券の売却による収入 8,800 500

その他 1,033 △382

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,792 △67,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 240,000

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △183,700 △339,550

配当金の支払額 △33,642 △33,189

その他 △10,303 △14,530

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,646 52,730

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129,166 88,490

現金及び現金同等物の期首残高 663,745 768,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 792,911

※
 857,006
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

 

【追加情報】

当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
　　至　平成23年12月31日）

   （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　　　第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

   

   （法人税率の変更等による影響）

     「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が、平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税

の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

      これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.69％から、平成24年４月

１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、

38.01％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.64％となりま

す。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は、4,378千円減少し、法人税

等調整額は、4,700千円増加しております。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期会計期間
（平成23年12月31日）

受取手形割引高 150,596千円
　

　１．受取手形割引高 130,223千円

　

　

───────

　

　

※２．期末日満期手形

        四半期会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、当第３四半期会計期間の末日は金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。

　　　  なお、当第３四半期会計期間末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。　

 
     　 　

　　  受取手形 20,890千円

　 　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期会計期間末と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期会計期間末と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年12月31日現在） （平成23年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金 1,032,911

投資その他の資産 100,000

計 1,132,911

預入期間が３か月を超える定期預金 △340,000

現金及び現金同等物 792,911

　

 （千円）

現金及び預金 997,006

投資その他の資産 200,000

計 1,197,006

預入期間が３か月を超える定期預金 △340,000

現金及び現金同等物 857,006

　

EDINET提出書類

株式会社カイノス(E00977)

四半期報告書

11/15



（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月24日

定時株主総会
普通株式 33,402 7.5平成22年３月31日平成22年６月25日利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月23日

定時株主総会
普通株式 33,398 7.5平成23年３月31日平成23年６月24日利益剰余金

（金融商品関係）

　前事業年度末と比べ、著しい変動はありません。

　

（有価証券関係）

　前事業年度末と比べ、著しい変動はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

  該当事項はありません。

　

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  当社は、臨床検査薬の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 13円61銭 17円61銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 60,589 78,427

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 60,589 78,427

普通株式の期中平均株式数（株） 4,453,164 4,452,387

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社カイノス(E00977)

四半期報告書

13/15



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社カイノス(E00977)

四半期報告書

14/15



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２４年２月７日

株式会社カイノス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 新田　　誠　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 北本佳永子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カイノス

の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第37期事業年度の第３四半期会計期間（平成23年10月１日から平成23

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任　

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カイノスの平成23年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第３四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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